
票4るg.被保険者賞与支払届
厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届

年 月

健康保険 :
被保険者証記号;
厚生年金保険I :
事業所整理記号;

事業所
所在地

年 月

健康保険 :
被保険者証記号;
厚生年金保険I :
事業所整理記号;

日提出

提

s
記
A
欄

事業所
所在地

事業所
名称

事業主
氏名

電話番号

⑤

( ))

事業所整理記号;

事業所
所在地

事業所
名称

事業主
氏名 ⑤

受付印

杜会保険労務士記載欄

氏名等

⑤

項目名I
①被保険者整理番号 ⑦被保険者氏名 ③生年月日 ⑦個人番号[基礎年金番号]

※フ0歳以上被用者の場合のみ

④賞与支払年月日 ⑤賞与支払額 ⑥賞与額(千円未満は切捨て) ⑧備者

④賞与支仏年月日(共通) 7.平成.9.令和
月

;

B
1枚ずつ必ず記入してくださいc

①健 '厚

糖ぼ廣f gcと⑤じ̶
1:� � n B

②

も(通貨)

110)8 I厚

2

②

'Xぼ基サす&ぐg(#i)」ばじ*きは.

:ま g 0 B
ぐ(モg) I、(現物)

円

③
5.招和

7.平成

円

年I ; s ; B

⑥(合計⑦+の千円未満は切捨て

'000円

⑧ �s1'1 2. 二以上勤務

3.同一月内の賞与合算
(初回支払日： I

ll(1)a I厚

3

②

※ぼrぜ菩ヲg(*a)」と@じねは-

黑さ g g e
%(あg)

円

③
5.昭和

7.平成

、(現物)

円

年I 月
;

B

⑥(合計�M)モ円未満は切捨て

,000円

⑥
2. 二以上勤務

3.同1一月+巧の賞与合算
(初回支払日：

Il①健 厚

4

②

のぼ「###gs#g)」けじおIよ,

猛キ 月 a

お(@R)

円

③
Lg和

'.平成

%(現物)

円

; � 月 B

⑥(合計⑦+④)千円未満は切捨て

,000円

⑧
2. 二以上勤務

3.同一月内の賞与合算
(初回支払日： 日)

①健 ¦厚

④Xぼ基wと■きは-

1.� � fl B

②

あ(通貨)

①健 I厚 I②
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u■ � 0ョ
か(::通賞)
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マ各f̶が.

書さ g g B
あ(通貨)

IIQXt I厚

8 f9�±r, 鬱モ■■」と■およ.
年月日

②

%(通g) 喝
円

③
5.昭和

7.平成

慣ゆ)

円

て年 月 B

⑥(合計⑦+④)千円来満は切捨て

,000円

I⑨ 2. 二以上動務

3.同=月+0の賞与合算
(初回支払0 :

①健 I厚

IXぼ為サすサgB(ga)」とgじねは.

� f n

②

も(:通貨》

10

①健 I摩 I②

ぐぼでf)Jと■きは.

業さ g g s
<5telitK)

円

③
5.昭和

7.平成

%旧恥

円

年I 月 ; H

⑥(合計⑦+④)千円未満は切捨て

,000円

⑨をネ

I®. 2. 二以上勤務

3.同一月内の阜与合算
(初回支払日: I

糸��部分ば、記人しないでください。

項目名
①被保険者整理番号 ⑦被保険者氏名 ③生年月日

※フ0歳以上被用者の場合のみ

④賞与支払年月日 ⑤賞与支払額 ⑥賞与額(千円未満は切捨て) ⑧備者

④賞与支仏年月日(共通)7.平成.9.令和
月

;

B
1枚ずつ必ず記入してくださいc

1
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1:� � n B
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円
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⑧
2. 二以上勤務

3. 同ご月+巧の賞与合算
(初回支払日：

2
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:ま g 0 B
ぐ(モg) I、(現物)
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③
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⑥(合計⑦+の千円未満は切捨て
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⑧ �s1'1 2. 二以上勤務

3. 同一月内の賞与合算
(初回支払日： I

3

リ健 I厚 ②

サば爲智ヲg(*a)」と@じねは-

黑さ g g e
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円

③
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、(現物)
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⑥(合計�M)モ円未満は切捨て
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⑥
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3.同一同1一月+巧の賞与合算
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4
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③
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%(現物)
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⑥(合計⑦+④)千円未満は切捨て

,000円

⑧
2. 二以上勤務

3. 同一月内の賞与合算
(初回支払日： 日)

5

①健 ¦厚 ②

④Xぼ基wと■きは-

1.� � fl B
;§te(«»)

③
5.昭和

7.平成

1%(現物)
円 円

年I 月 B

⑥(合れ0+な)ギ円未まは切'撞て
⑤

2. 二以上勤務

,000円
3. 同一月内の賞与合算

(初回支払B : I

6
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②
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円
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⑥(合計⑦+④)千円未満は切捨て

,000円

商̃
2. 二以上勤務

3. 同二月巧の賞与合算、
(初回支払日： 日)

7

①健 ¦厚 ②
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円

③
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⑥(合計@+ゆモ円未満は切捨て

, 000 B

⑨
2. 二以上動務

3. 同一月内の賞与合算
(初回支払日： B)

8

@« I厚

④-X上記[賞与支払年月'sl共通)Jと同じ場合は.

年月日

②

%(通g) 喝
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③
5.昭和

7.平成

慣ゆ)

円
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I⑨ 2. 二以上動務

3. 同一月内のぎ与合算
(初回支払g : 日)
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3. 同一月内の賞与合算
(初回支仏日： 日)
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業さ g g s
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円

年I 月 ; H

⑥(合計⑦+④)千円未満は切捨て

,000円

⑨をネ

I®. 2. 二以上勤務

3. 同一月内の阜与合算
(初回支払日: I

項目名
①被保険者整理番号 ⑦被保険者氏名 ③生年月日 ⑦個人番号[基礎年金番号]

※フ0歳以上被用者の場合のみ

④賞与支払年月日 ⑤賞与支払額 ⑥賞与額(千円未満は切捨て) ⑧備者

④賞与支仏年月日(共通)7.平成.9.令和
月

;
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⑤(合計⑦+の千B未満ば切捨て
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⑧
2. 二以上勤務

3. 同ご月+巧の賞与合算
(初回支払日：

2

0)» I厚 ②
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円

③
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⑥
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⑤
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⑨
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年間4回以上支払われる賞与について、標準報酬月額の対象となっている場合は、この届書を提出する必要はありません。

記入方法

提出者記入欄

①被保険者整理番号

③生年月日

事業所整理記号は下図を参照し、新規適用時または名称.所在地変更時に付された記号をご記人ください。

事業主の押印は、署名(自筆)の場合は必要ありません。

健康保険

厚生年金保険
事業所整理記号

/¦2¦3¦�

\0\J - ¦-i' \a\/\\
I . . . I

資格取得時に払い出された被保険者整理番号を、必すご記入ください

年号は該当する番号をoで囲んでくださt\o生年月日は下図を参照しご記入くださt�.

5.)昭和

フ・平成

!年

6! 3
\ �

0:5 ol�

④賞与支払年月日(共通)： 事業所における賞与支払年月日をご記入くださI '0

なお、各被保険者欄にある「④實与支仏年月日」欄は、「④賞与支仏年月日(共通)」欄に記載した賞与支仏年月日と支払日が

異なる方のみご記人ください。

⑤賞与支払額 「⑦(通貨)」には、賞与・手当等名称を問わず労働の対債として、3力月を超える期間ごとに金銭(通貨)で支払われるすぺ

ての金額をご記入〈ださい。

※年間4回以上ま払われる賞与等については標準雜酬月額の対称となりますので、『被保険者報酬月額算定基礎届』または『被保険者報酬月額

変更届』に記入する報酬月額に算入してください。

「④(現物)」には、賞与のうち食事.住宅.被服等、金銭(通貨)以外で支払われるものについてご記入ください。

現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事.住宅については都道府県ごとに定められた価格、その他

被服等は時価により算定した額)をご記入くださt �0

(健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。)

⑧賞与額

⑧備考

r@ (通貨)」とr® (現物)」の合計から1,000円未満を切捨てした金額をご記入ください。

F2. 二以上勤務」は、被保険者(70歳以上被用者)が2力所以上の適用事業所で勤務している場合に0で囲んでください

rs.同一月内の實与合算」は、同一月内に2回以上支払われた賞与を合算して届出する場合に0で囲んでください。

( )内には、初回に支払われた日をご記入ください。

(④の實与支払年月日欄には、その月の最後に支払った日をご記入ください。)

なお、すでに届出済の賞与については、合算して届出する必要はありませんのでご注意ください。

お知らせ

賞与にかかる保険料は、合計額から1,000円未満を切捨てした標準賞与額に保険料率をかけて計算されます。毎月の標準報酬月額の等級とは異なります

のでご注意ください。

※健康保険における標準賞与額の上限は、年間(4～3月)の累計で573万円となります。転職.転勤等、以前の動務先での賞与額と合算して同一の保

険者で健康保険の上限を超える場合は『健康保険標準賞与額申出書』の提出が必要となります。

※厚生年金保険における標準賞与額の上限は、1力月あたり15〇万円となります。

'資格取得月(資格取得年月日以降)に支払われた賞与ば保険料計算の対象となります。資格喪失月に支仏われた賞与について、退職日以前のものは届出

が必要となりますが、原則として、保険科計算の対象とはなりません。

'産前産後休業’育児休業の取得により、保険料が免除される期間中に支仏われた賞与についても届出が必要となります。

'介護保険料については、賞与支払月内に40歳に到達した場合、誕生日が賞与支払日より後であっても介護保険料が徵収されます。

また、賞与支払月内に65歳に到達した場合は、誕生日が賞与支払日より前であっても介護保険料は徵収されません。


